
<<自転車損害賠償責任保険等の種類は様々です>>

※自転車貸出事業の場合、施設賠償責任保険では利用者（借受人）の運転ミスによる事故は補償の対象外（対象は自転車貸出
業者の整備や管理上のミスに起因する事故）となります。条例では、利用者の運転ミスを補償できる保険への加入が義務付けら
れますので、保険会社等に相談してください（商品・引受は保険会社ごとに異なります）。

※保険の名称や補償内容については、保険会社によって異なります。

　施設賠償責任保険　※ 利用者（借受人）の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険

業務遂行中の事故に備えた保険
自転車の車体に付帯した保険

施設賠償責任保険
TSマーク付帯保険

　・自転車損害賠償責任保険等は大きく、個人向けと事業者向けに分かれます。

　・日常生活の中で発生した自転車事故における対人対物への補償は、個人賠償責任
　　保険で対応することが可能です（ただし、業務で自転車を使用中に発生した事故
　　は補償されません）。
　・個人賠償責任保険の中には、交通事故傷害保険が組み込まれた自転車利用者向け
　　の単体契約のものや、自転車保険等に特約として付帯できるものがあります。
　・加えて、団体構成員向けの団体保険などもあり、いくつもの保険（契約形態）の
　　中から、個人のニーズに合ったものを選択することが可能です。

自転車貸出事業者向けの保険 保険の概要

事業者向けの保険 保険の概要

個人向けの保険 保険の概要

団体保険

共済

ＴＳマーク付帯保険

団体の構成員向けの保険

ＰＴＡや学校が窓口となる保険

全労済、県民共済など

自転車の車体に付帯した保険

クレジットカードに付帯した保険

個人賠償責任保険

自転車利用者向け保険

自動車保険の特約

火災保険の特約

傷害保険の特約

自転車事故に備えた保険

自動車保険の特約で付帯した保険

火災保険の特約で付帯した保険

傷害保険の特約で付帯した保険

会社等の団体保険

PTAの保険

クレジットカードの付帯保険

自転車利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合など、相手の生命、身体、

財産の損害を補償できる保険（自転車損害賠償責任保険等）に加入していますか。

はい いいえ

自転車損害賠償責任保険等に

加入しています。

現在加入している次の保険に自転車損害賠償責任保険等の内容がついています
か。

・自動車の任意保険・火災保険・傷害保険
・共済・会社等の団体保険・ＰＴＡ等が窓口となる保険

はい いいえ

利用する自転車には「ＴＳマーク付帯保険」
がついていますか。※有効期間に注意！

はい いいえ

自転車損害賠償責任保
険等に加入してください。

わからない

加入している保険会社
等に補償内容を確認し
てください。

万が一の事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

わからない


